
 

令和７・８年度 

建設工事等入札参加資格者名簿 

 

 

 

広島県 
 



凡     例 

 

１ 広島県内に主たる営業所を有する建設業者（広島県知事許可業者及び大臣許可業者）については、主たる営業所の所在 

 する地域別（下表のとおり。）に、先に知事許可業者を許可番号順に記載し、次に大臣許可業者を許可番号順に記載した。    

  広島県以外の都道府県に主たる営業所を有する建設業者（知事許可業者及び大臣許可業者）については、先に知事許可 

 業者を都道府県別に許可番号順に記載し、次に大臣許可業者を許可番号順に記載した。 

 

地 域 名 市     町     名 

広 島 地 域         広島市、江田島市、安芸郡府中町、海田町、熊野町、坂町 

廿 日 市 地 域         大竹市、廿日市市 

呉 地 域         呉市 

安 芸 太 田 地 域 山県郡安芸太田町、北広島町 

東 広 島 地 域         竹原市、東広島市、豊田郡大崎上島町 

尾 三 地 域         三原市、尾道市、世羅郡世羅町 

福 山 地 域         福山市、府中市、神石郡神石高原町 

三 次 地 域 三次市、安芸高田市 

庄 原 地 域         庄原市 

                                        （全２３市町） 

 



２ この名簿の様式及び各欄の表示は、それぞれ次のとおりとした。 

   

 (1) 許可番号 

   建設業の許可番号を示す。 
 

 (2) 希望業種（３２業種） 

  ア 希望する建設工事の種類の記載に当たっては、次の略号を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 希望業種の略号の○印は、特定建設業の許可を示す。（特定建設業の許可を受けているときは、発注者から直接請   

負う１件の工事につき、５０００万円（建築一式工事にあっては、８０００万円）以上の下請契約を締結して施工で

きるものである。） 
 

(3) 客観数値 

   建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３及び２９の規定による経営事項審査の総合評定値を記載した。 
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土木一式工事 

プレストレストコンクリート工事 

建築一式工事 

大工工事 

左官工事 

とび・土工・コンクリート工事 

法面処理工事 

石工事 

屋根工事 

電気工事 

管工事 

タイル・レンガ・ブロック工事 
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鋼構造物工事 

鋼橋上部工事 

鉄筋工事 

舗装工事 

しゅんせつ工事 

板金工事 

ガラス工事 

塗装工事 

防水工事 

内装仕上工事 

機械器具設置工事 

熱絶縁工事 

通
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井

具

水
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解 

電気通信工事 

造園工事 

さく井工事 

建具工事 

水道施設工事 

消防施設工事 

清掃施設工事 

解体工事 

 



 (4) 主観数値 

   主観数値の算定方法は、別紙のとおり。 

     

 (5) 総合数値 

   客観数値と主観数値を合計した数値を記載した。 

 

 (6) 等級 

   建設工事指名業者等選定要綱（昭和４０年１２月２７日制定）第３条別表第１により格付したものを記載した。 

 

格付基準 

  業種 

格付等級 

土木一式 

工     事 

建築一式 

工     事 

とび土工コン 

クリート工事 
法面処理工事 舗装工事 造園工事 電気工事 管工事 

Ａ 1,355以上 1,095以上 930以上 1,015以上 1,060以上 840以上 935以上 920以上 

Ｂ 920以上 845以上 815以上 855以上 855以上 780以上 795以上 795以上 

Ｃ 670以上 670以上 725以上 690以上 725以上 680以上 695以上 680以上 

Ｄ 670未満 670未満 725未満 690未満 725未満 680未満 695未満 680未満 

  業種 

格付等級 

鋼構造物 

工     事 
塗装工事 水道工事 解体工事 

しゅんせつ 

工  事 

機械器具設置、 

電気通信工事 

Ａ 850以上 970以上 915以上 925以上 755以上 915以上 

Ｂ 755以上 790以上 780以上 795以上 665以上 650以上 

Ｃ 695以上 690以上 690以上 715以上 665未満 650未満 

Ｄ 695未満 690未満 690未満 715未満 

（注）・最下位以外は下限値を示す。（上限は上位等級の下限未満） 



(7) 他の格付等の入札に参加できる者の１に該当する者 

   ○印は、一般競争入札事務処理要綱別記１の１の⑴に該当している者を示す。 

 

 (8) 平均工事成績 

   令和２年１１月１日以降令和６年１０月３１日までの間に、しゅん工検査に合格した県発注の建設工事のうち、工事

成績点が付されている各工事に係る平均工事成績点（小数点第２位以下を切り捨て）を示す。 

 

 (9) 技術職員数 

   経営事項審査総合評定値通知書に記載されている「１級技術職員数」「２級技術職員数」「その他技術職員数」につい 

  て、それぞれ建設工事の種類ごとに転記した。 

 

(10) 街路樹剪定士資格を有するもの有無 

○印は、造園工事業を希望する者で、街路樹剪定士資格の登録を受けた技術者を有することを示す。 

 

(11) 優良建設業者表彰回数 

令和３年度、令和４年度、令和５年度又は令和６年度に優良建設業者としての表彰を受けた回数を示す。 

 

(12）ＩＳＯ１４００５ 

○印は、入札参加申請時において、広島県内の建設業法上の主たる営業所又は従たる営業所、事業所等がＩＳＯ１４

００５を取得の有無を示す。 

 

(13) 建災防加入 

   ○印は、建設業労働災害防止協会に加入していることを示す。 

 

 



(14)  消防団協力事業所の認定 

   ○印は、県内市町の消防団協力事業所表示制度における認定を受けていることを示す。 

 

 (15) 障害者雇用の状況 

○印は、県内に主たる営業所を有する者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号） 

第４３条第１項の規定により、第２条第１項に規定する障害者（以下、「障害者」という。）を雇用する義務のある者   

で、障害者の促進等に関する法律施行令（昭和３５年政令第２９２号）第９条に規定する障害者雇用率を達成している

こと、又は障害者を雇用する義務のない者で、障害者を１名以上直接的かつ恒常的に雇用していることを示す。 

 

 (16) 地域防災活動への貢献 

○印は、大規模災害時の協力建設事業者登録制度における協力建設事業者名簿の登録があることを示す。 

 

(17)  広島県仕事と家庭の両立支援企業の登録 

   ○印は、広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度における登録を受けていることを示す。 

 

(18)  社会資本維持管理活動への貢献 

  ○印は、広島県アダプトシステムにおけるアダプト活動団体として認定を受けている者（マイロード・ラブリバー認

定団体）であることを示す。 

 

(19)  ＣＣＵＳの活用状況 

①は、②～⑤のいずれにも当てはまらない者を示す。 

②は、ＣＣＵＳに事業者登録をしており、雇用している技能労働者のうちＣＣＵＳに登録されている技能労働者の割

合が０％～９％であることを示す。 

③は、ＣＣＵＳに事業者登録をしており、雇用している技能労働者のうちＣＣＵＳに登録されている技能労働者の割

合が１０％～４９％であることを示す。 



④は、ＣＣＵＳに事業者登録をしており、雇用している技能労働者のうちＣＣＵＳに登録されている技能労働者の割

合が５０％～７４％であることを示す。 

⑤は、ＣＣＵＳに事業者登録をしており、雇用している技能労働者のうちＣＣＵＳに登録されている技能労働者の割

合が７５％以上であることを示す。 

 

(20)  災害復旧工事等（土木一式工事） 

令和２年１１月１日以降令和６年１０月３１日までの間に、完成検査を受けている県発注の建設工事のうち、災害復

旧工事等の元請としての受注実績（請負代金額の合計、受注件数（災害査定箇所毎）の合計）を示す。 



別紙 

 

【主観数値の算出方法】 

 

主観数値の算出は、次の算式によって計算した値とする。 
 

主観数値 ＝ 工事成績数値（α）＋ 指名除外等数値 ＋ その他数値 

 

（αの算出方法） 

  ① β≦２００の場合 

   α ＝ β 

  ② ２００＜β≦３００の場合 

   α ＝ ２００ ＋（β－２００）× 1/2 

  ③ ３００＜β≦４００の場合 

   α ＝ ２００ ＋ １００ × 1/2 ＋（β－３００）× 1/3 

  ④ ４００＜β≦５００の場合 

   α ＝ ２００ ＋ １００ ×（ 1/2 ＋ 1/3 ）＋（β－４００）× 1/4 

  ⑤ ５００＜βの場合 

   α ＝ ２００ ＋ １００ ×（ 1/2 ＋ 1/3 ＋ 1/4 ）＋（β－５００）× 1/10 

※ αの数値については、小数点第１位を四捨五入処理する。 

※ 計算過程における小数点第５位以下の端数は切り捨てる。 



 

   （βの算出方法） 

   β ＝ ０．０８×（Ａ1×Ｂ1×Ｃ1＋Ａ2×Ｂ2×Ｃ2＋ … ＋Ａn×Ｂn×Ｃn）／√Ｄ + Ｅ 

※ 計算過程における小数点第５位以下の端数は切り捨てる。 

※ 計算に用いる各記号の定義は次のとおりとし、審査する工事の種類ごとに当該工事の種類が一致するデータを

用いて算出する。 

 

        Ａ：令和２年１１月１日以降令和６年１０月３１日までの間に、しゅん工検査に合格した県発注の建設工事のうち、

工事成績評点（以下「工事成績点」という。）が付されている各建設工事（以下「各工事」という。）の最終契

約金額を１００万円で除した数値 

        Ｂ：各工事規模補正係数（最終契約金額５億円以上の場合は２．０とし、最終契約金額５億円未満の場合は１．０

とする。） 

        Ｃ：各工事のしゅん工検査における工事成績点－６５ 

        Ｄ：工事総件数 

        Ｅ：１００点（基本点） 

※ （Ａ1×Ｂ1×Ｃ1＋Ａ2×Ｂ2×Ｃ2＋ … ＋Ａn×Ｂn×Ｃn）が０を超える場合にＥを加える。 
 

  （指名除外等数値） 

    指名除外等月数×（－１０）  ※｢指名除外等月数」とは、指名除外月数と下請排除月数の合計値である。 

 

  （その他数値の配点） 

・令和３年度、令和４年度、令和５年度又は令和６年度に優良建設業者としての表彰を受けた者 各１０点 

・ＣＣＵＳに事業者登録をしている場合 ５点 

・雇用している技能労働者のうちＣＣＵＳに登録している技能労働者の割合によって配点 

１０％～４９％の場合 

５０％～７４％の場合 

７５％以上の場合 

１点 

３点 

５点 

・ＩＳＯ１４００５を取得している場合 ５点 



・建設業労働災害防止協会に加入している場合 ５点 

・県内市町の消防団協力事業所表示制度における認定を受けている場合 ５点 

・広島保護観察所から協力雇用主として登録を受けている場合又は公益財団法人暴力追放広島県民会議

が行う暴力団離脱者の社会復帰支援事業における協力事業所として登録されている場合 ５点 

・障害者雇用の状況～県内に主たる営業所を有する者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭

和３５年法律第１２３号）第４３条第１項の規定により、第２条第１項に規定する障害者（以下、「障

害者」という。）を雇用する義務のある者で、障害者の促進等に関する法律施行令（昭和３５年政令第

２９２号）第９条に規定する障害者雇用率を達成している場合又は障害者を雇用する義務のない者で、

障害者を１名以上直接的かつ恒常的に雇用している場合 ５点 

・大規模災害時の協力建設事業者登録制度における協力建設事業者名簿の登録がある場合 ５点 

・広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度において登録されている場合 ５点 

・広島県アダプトシステムにおけるアダプト活動団体（マイロード・ラブリバー認定団体）として認定

を受けている者である場合 ５点 

 


